
1 

 

「第５期島本町地域福祉計画等策定業務」 

プロポーザル作成要領 

１ 目的 

  本業務は、社会福祉法第１０７条第１項に規定する「地域福祉計画」を策定する業務の

実施にあたり、豊富な経験と高度な専門知識を有する委託先を選定するために実施する指

名型プロポーザルにおいて、必要な事項を定めるものとする。 

なお、地域福祉計画は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「ひとり親家庭等自立

促進計画」並びに自殺対策基本法に基づく「自殺対策計画」と一体的に策定する。また、

再犯の防止等の推進に関する法律に基づく「再犯防止推進計画」、成年後見制度の利用の促

進に関する法律に基づく「成年後見制度利用促進基本計画」の内容も含むものとする。 

 

２ 業務概要 

  業務名 ：第５期島本町地域福祉計画等策定業務 

  業務内容：別紙「概要説明書」のとおり 

 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 予算額 

  ８，５００，０００円（地方消費税及び消費税等を含む）を上限とする。 

 内訳 令和５年度 ３，８５０，０００円 

    令和６年度 ４，６５０，０００円 

 なお、提案の内容に関わらず、この額を超える提案は受け付けない。 

 

５ 提案事業者に期待する点 

  本業務を委託するに当たり、事業者には特に次のようなことを期待する。 

⑴ ①地域福祉全般、とりわけ地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備、②ひ

とり親家庭自立支援、③自殺対策、④再犯防止、⑤成年後見制度に関する現状と展望に

ついて、国・大阪府・本町及び他市町村の現状と課題を的確に把握し、島本町住民福祉

審議会及びアンケート調査等の意見等を踏まえ、本町と協議を重ね、計画案を策定する

こと。 

⑵ 島本町住民福祉審議会について、会議資料の作成支援や要点録の作成等を的確に支援

できる取組体制や運営方法等の提案ができること。 

⑶ 限られた期間内での作業となることから、連絡・調整を密にできる体制と優れたフッ

トワーク、柔軟な対応力を有すること。 

 

６ プロポーザルへの参加表明 

   プロポーザルへの参加を希望する事業者は、「プロポーザル参加表明書」（様式１）、「誓

約書」（様式２）を提出すること。 

⑴ 提出期限  令和５年９月２７日（水）１７時まで（必着） 

⑵ 提出方法  郵送（書留）又はメールで送付（メールの場合は、後日原本を提出する
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こと） 

                ※到達確認のため、送付後に電話連絡すること。 

⑶ 提出先   島本町役場 福祉推進課 

        メール：fukushi@shimamotocho.jp 

※ 参加申込後に辞退する場合は、島本町長宛てに辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

７ 質問受付 

   参加表明事業者による本企画提案に係る質疑は、次の手順で行う。 

⑴ 質問受付  令和５年９月２８日（木）１７時まで（必着） 

⑵ 質問方法  「質問書」（様式３）に記載し、メールで送付 

          ※到達確認のため、送付後に電話連絡すること。 

          ※質問がない場合も、質問書に「質問なし」と記載して送付すること 

⑶ 送付先   島本町役場 福祉推進課 

メール：fukushi@shimamotocho.jp 

⑷ 回答方法  令和５年１０月５日（木）に、各事業者にプロポーザルに関する質問回

答書（様式４）をメールで送付 

 

８ 企画提案書等の提出 

参加表明を行った事業者は、別紙「概要説明書」を熟読の上、その内容を踏まえた企

画提案書等を作成し、提出すること。  

⑴ 提出期限  令和５年１０月２０日（金）１７時まで（必着） 

⑵ 提出方法  郵送（書留のみ） 

（発送の際の事故等については参加表明事業者のリスク負担とする）。 

⑶ 提出先   島本町役場 福祉推進課（役場１階⑧番窓口） 

⑷ 提出書類  下記一覧のとおり（様式指定があるものは、各様式に基づき作成） 

＜提出書類一覧＞ 

ア 企画提案書（様式は任意） 

・様式は任意とするが、次の事項を記載すること。 

（ア）本業務に対する基本的な考え方（取組方針等）、各業務の進め方 

（イ）本業務提案におけるアピールポイント 

（ウ）①地域福祉全般、とりわけ地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の

整備、②ひとり親家庭自立支援、③自殺対策、④再犯防止、⑤成年後見制

度の各施策の動向について 

（国・大阪府・他市町村の動向及び課題等） 

（エ）島本町の地域特性や施策動向への視点（現況及び課題等） 

（オ）アンケート調査業務 

（カ）会議の運営支援（要点録の作成時間、その他の支援内容等） 

（キ）計画書の構成案（章立て、検討すべき課題や追加すべき事項等） 

イ 事業者の主要業務実績・同種業務の実績等について（様式５） 

・本業務の実施に当たり、有用と判断される提案事業者の主要・同種業務の受託実

績を挙げるとともに、アピールポイントについて記述すること。 

ウ 業務の実施体制について（様式６） 

・本業務を推進するに当たり、提案事業者及び関係機関も含めた実施体制（全体像）
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を示すこと。また、本町からの指示・質問・来訪依頼への対応体制、緊急時（担

当の不在時等）のバックアップ体制についても記述すること。 

エ 本業務の総括責任者及び担当予定者の主要業務実績、経歴、資格等（様式７） 

（ア）総括責任者を明示するとともに、担当予定者が複数である場合は、個別に主

要実務実績、資格、経歴等について記載すること。 

（イ）資格に関しては写しを添付すること。 

（ウ）本業務の期間中に並行して担当する手持ち業務の有無（有の場合はその内容）

及び本業務への支障見込みについても記述すること。 

オ 実施スケジュール（様式は任意） 

・「概要説明書」の基本スケジュール案を参考に、本業務に係るスケジュールを記

載すること。 

カ アンケート調査票の構成案（様式は任意） 

・前回調査（平成３０年度及び令和元年度）のアンケート調査票及び調査結果を参

考として、調査票の構成案を作成すること。 

・構成案には、設問の構成及び質問内容等を記載する（冒頭案内文、各設問の選択

肢、用語解説、ルビ等は省略可。設問総数・ページ数の予定も記載すること）。 

・高齢者や障害者、ひとり親家庭等が理解・記載しやすく、集計結果を計画に反映

しやすい構成・内容とすること（最終的な完成品は総ルビを基本とするが、その

他、回答者が理解・記載しやすい工夫や手法があれば、企画提案書に記載するこ

と）。 

・法・制度や社会情勢を踏まえた新たな設問の提案を設定してもよい。 

・回答者の負担軽減を図るため、前回と比較しより有用・重要な設問への集約化を

行うなど、設問数・ページ数の削減に努めるとともに、紙媒体とオンラインによ

る調査を併用すること。その他、回収率向上に向けた調査手法を用いること。 

キ 見積書（様式は任意） 

（ア）予算額を上限として金額（税込）を記載すること。 

（イ）直接人件費（作業項目別の各職種の人員及び日額単価を記載）、間接諸費用、

技術料、直接経費の分かる内訳書を添付すること。 

（ウ）支払いは、業務完了報告書提出後となる。 

ク 会社概要（様式は任意・パンフレットでも可） 

ケ その他参考となる資料 

・補足資料、過去の業務における成果品（※）があれば添付すること。 

※過去の成果品は、なるべく直近のもので、地域福祉計画、ひとり親家庭等自立

促進計画など各１部程度でよい。 

⑸ 提出書類作成上の注意事項 

ア 上記の提出書類（ア～ケ）を番号順にＡ４版ファイルに綴じ、インデックス（ア～

ケを記載）を付けること。 

イ ファイルの表紙と背表紙には、件名「第５期島本町地域福祉計画等策定業務に係る

企画提案書」及び会社名を記載すること。 

ウ 企画提案書の表紙には、件名、提案年月、会社名のほか、担当者の所属氏名、連絡

先住所・電話番号・メールアドレスを記載しておくこと。 

⑹ 提出部数  正本１部と副本１０部（計１１部） ※副本は複写可 

⑺ 提出書類作成上の主な参考資料  
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※いずれも島本町ホームページに掲載するので、適宜閲覧・ダウンロードすること。 

・島本町地域福祉計画（第４期島本町地域福祉計画 第１期島本町自殺対策計画） 

 （平成３１年３月策定） 

・島本町の地域福祉に関するアンケート調査結果報告書（平成３１年３月） 

・第４期島本町ひとり親家庭等自立促進計画（令和２年３月策定） 

・ひとり親家庭等アンケート調査報告書（令和２年３月） 

 

９ 事業者ヒアリング（プレゼンテーション） 

  プロポーザルの審査にあたり、各事業者からのヒアリング及び質疑を行う。  

⑴ 実施日時  令和５年１１月１日（水） 

ア ヒアリングの詳細な時間及び場所については、プロポーザル参加事業者が確定後、

別途連絡する。 

イ 説明者は３名までとし、契約を履行する際に「総括責任者」となる者又は「担当者」

となる者が必ず出席すること。 

ウ 説明については、提出書類のみを使用して説明すること。 

エ １社当たり、説明時間は１０分以内、質疑は５分程度とする。 

     

１０ 事業者の選定 

  プロポーザル審査会において、企画提案書の内容やヒアリング結果を総合的に勘案し、

事業者を選定する。 

 

１１ 選考結果発表 

  審査終了後、参加全事業者に、文書（郵送）にて結果を通知する。 

 

１２ 評価の基準 

別紙「審査採点表」のとおり 

 

１３ その他留意事項 

 ⑴ 提出書類の作成及び提出に関する費用は、提案事業者の負担とする。 

 ⑵ 提出された企画提案に関する書類は返却しない。 

⑶ プロポーザルにあたり提出された書類及びその内容は、提案事業者に無断で審査等以

外の目的に使用しないものとする。ただし、情報公開請求があった場合には、「プロポー

ザル方式による事業者選定における情報公開の基準」に基づき、公開の対象となるもの

とする。 

 

１４ 本業務に係る問合せ・提出先 

島本町 健康福祉部 福祉推進課（担当：住屋・大谷・山口） 

（島本町役場１階 ⑧番窓口） 

 〒６１８－８５７０ 大阪府三島郡島本町桜井二丁目１番１号 

 電話  ０７５－９６２－８４５４（直通）  

 E-mail fukushi@shimamotocho.jp 

 町ホームページ https://www.town.shimamoto.lg.jp/ 

 


